
目目

次次

告

示

ペ
ー
ジ

○

瀬
戸
内
海
環
境
保
全
特
別
措
置
法
の
規
定
に
基
づ
く
特
定
施
設
の
設
置
の
許
可
の
申

請
が
あ
っ
た
件

（
環
境
局
環
境
管
理
課
・
一
○
二
九
）

四
九

○

平
成
十
七
年
度
徳
島
県
地
籍
調
査
事
業
計
画
を
定
め
た
件

（
農
山
村
整
備
課
・
一
○
三
○
）

五
○

公

告

○

公
的
個
人
認
証
サ
ー
ビ
ス
徳
島
県
認
証
局
が
発
行
す
る
自
己
署
名
証
明
書
及
び
公
的

個
人
認
証
サ
ー
ビ
ス
ブ
リ
ッ
ジ
認
証
局
が
発
行
す
る
自
己
署
名
証
明
書
の
フ
ィ
ン
ガ

ー
プ
リ
ン
ト
の
改
正

（
地
域
振
興
局
市
町
村
課
地
域
情
報
化
推
進
室
）

五
一

○

平
成
十
八
年
測
量
士
試
験
及
び
測
量
士
補
試
験
が
実
施
さ
れ
る
件
（
用
地
対
策
課
）

五
一

教
育
委
員
会
告
示

○

定
例
会
を
招
集
す
る
件

（
二
一
）

五
二

公
安
委
員
会
告
示

○

平
成
十
八
年
度
猟
銃
等
講
習
会
の
開
催
日
時
等
を
公
表
す
る
件

（
八
）

五
二

○

検
定
合
格
者
審
査
を
実
施
す
る
件

（
九
）

五
四

告告

示示

徳
島
県
告
示
第
千
二
十
九
号

瀬
戸
内
海
環
境
保
全
特
別
措
置
法
（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
百
十
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
基

づ
く
特
定
施
設
の
設
置
の
許
可
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
概
要
を

次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

な
お
、
こ
の
特
定
施
設
を
設
置
す
る
こ
と
が
環
境
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て
の
調
査
の
結
果
に
基
づ

く
事
前
評
価
に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
十
六
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

平成１７年１２月１６日 徳 島 県 報 第１７２１号

毎
週
火
・
金
曜
日
発
行

１
申
請
の
概
要

�
申
請
者

名
称

四
国
化
工
機
株
式
会
社

住
所

板
野
郡
北
島
町
太
郎
八
須
字
西
の
川
１０
番
地
１

代
表
者

代
表
取
締
役
社
長

植
田

滋

�
工
場
又
は
事
業
場

名
称

四
国
化
工
機
株
式
会
社
阿
南
食
品
工
場

所
在
地

阿
南
市
山
口
町
大
久
保
４８
－
１

�
特
定
施
設
の
種
類

水
質
汚
濁
防
止
法
施
行
令
（
昭
和
４６
年
政
令
第
１８８
号
）
別
表
第
１
第
１０
号
ホ
に
規
定
す
る
湯

煮
施
設

�
特
定
施
設
に
関
す
る
事
項

別
表
の
と
お
り

�
汚
水
等
の
処
理
に
関
す
る
事
項

変
更
な
し

�
排
出
水
の
汚
染
状
態
の
値
及
び
量

変
更
な
し

２
縦
覧
の
期
間
及
び
場
所

�
期
間

平
成
１７
年
１２
月
１６
日
か
ら

平
成
１８
年
１
月
１２
日
ま
で

�
場
所

徳
島
県
県
民
環
境
部
環
境
局
環
境
管
理
課
及
び
阿
南
市
環
境
保
全
課

４９



�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

徳
島
県
告
示
第
千
三
十
号

国
土
調
査
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
六
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
平
成
十

七
年
度
徳
島
県
地
籍
調
査
事
業
計
画
を
定
め
た
の
で
、
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公

示
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
十
六
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

平成１７年１２月１６日 徳 島 県 報 第１７２１号

種
類

湯
煮
施
設

能
力

３５０
�
／
日

工
事

着
手

予
定

年
月

日
既
設

工
事

完
成

予
定

年
月

日

使
用

開
始

予
定

年
月

日
許
可
後

使
用
時
間
間
隔
及
び
１
日
当
た
り
の
使
用
時
間

連
続
１８
時
間

使
用

の
季

節
的

変
動

な
し

区
分

項
目

通
常

最
大

汚水等の汚染状態の値

水
素

イ
オ

ン
濃

度
（
水
素
指
数
）

７
８

生
物
化
学
的
酸
素
要
求
量
（
�

／Ｌ
）

３
，０００

４
，０００

化
学

的
酸

素
要

求
量
（
�

／Ｌ
）

１
，５００

２
，０００

浮
遊

物
質

量
（
�

／Ｌ
）

２
，０００

２
，５００

窒
素

含
有

量
（
�

／Ｌ
）

９７
１１０

り
ん

燐
含

有
量
（
�

／Ｌ
）

８
．８

１０

汚
水
等
の
１
日
当
た
り
の
量
（
�
）

１７
３０

調
査
を
行
う

者
の
名
称

調

査

地

域

調

査

期

間

徳

島

市

南
井
上
一
地
区
及
び
南
井
上
二
地
区

平
成
十
七
年
度
中

阿

波

市

天
西
山
二
地
区

美

馬

市

宮
井
地
区
、
夏
子
地
区
、
木
屋
平
六
地
区
、
木
屋
平
七
地

区
、
木
屋
平
八
地
区
、
口
山
三
地
区
、
口
山
四
地
区
、
美

馬
三
十
地
区
及
び
美
馬
三
十
一
地
区

勝

浦

町

棚
野
一
地
区
、
棚
野
二
地
区
及
び
棚
野
三
地
区

上

勝

町

瀬
津
六
地
区
、
瀬
津
七
地
区
、
傍
示
四
地
区
、
傍
示
五
地

区
、
野
尻
三
地
区
、
野
尻
四
地
区
、
藤
川
三
地
区
及
び
藤

川
四
地
区

石

井

町

高
原
九
地
区
及
び
高
原
十
地
区

那

賀

町

鷲
敷
二
十
地
区
、
鷲
敷
二
十
一
地
区
、
中
山
一
地
区
、
牛

輪
一
地
区
、
牛
輪
二
地
区
、
出
原
三
地
区
、
木
頭
出
原
四

地
区
、
木
頭
出
原
五
地
区
、
坂
州
一
地
区
、
木
頭
一
地
区
、

木
頭
二
地
区
、
木
頭
三
地
区
及
び
岩
倉
二
地
区

海

南

町

大
里
一
地
区
及
び
大
里
二
地
区

上

板

町

上
板
十
一
地
区
及
び
上
板
十
二
地
区

つ
る
ぎ
町

貞
光
二
十
四
地
区
、
貞
光
二
十
五
地
区
、
半
田
四
十
一
地

区
、
半
田
四
十
二
地
区
、
一
宇
十
地
区
及
び
一
宇
十
一
地

区

三

好

町

法
市
一
地
区
、
法
市
二
地
区
、
小
見
一
地
区
、
小
見
二
地

区
、
増
川
一
地
区
、
増
川
二
地
区
及
び
増
川
三
地
区

池

田

町

西
山
二
地
区
、
西
山
三
地
区
、
三
縄
二
地
区
及
び
三
縄
三

地
区

別
表

特
定
施
設
に
関
す
る
事
項

５０



公公

告告

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
に
基
づ
く
平
成
十
八
年
測
量
士
試
験
及
び
測
量
士

補
試
験
は
、
次
の
と
お
り
実
施
さ
れ
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
十
六
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

一

試
験
の
日
時

１

測
量
士
試
験

平
成
十
八
年
五
月
二
十
一
日
（
日
曜
日
）

午
前
十
時
か
ら
午
後
四
時
ま
で

２

測
量
士
補
試
験

平
成
十
八
年
五
月
二
十
一
日
（
日
曜
日
）

午
後
一
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
三
十
分
ま
で

二

試
験
地

香
川
県
ほ
か
十
四
ヶ
所

三

受
験
願
書
の
受
付
場
所

〒
三
○
五
―
○
八
一
一

茨
城
県
つ
く
ば
市
北
郷
一
番

国
土
地
理
院
総
務
部
総
務
課

四

受
験
願
書
の
受
付
期
間

平
成
十
八
年
一
月
十
六
日
（
月
曜
日
）
か
ら
二
月
二
十
八
日
（
火
曜
日
）
ま
で
（
土
曜
日
、
日
曜

日
及
び
祝
日
を
除
く
。）

五

受
験
願
書
用
紙
及
び
受
験
案
内
の
交
付

平
成
十
八
年
一
月
十
六
日
（
月
曜
日
）
か
ら
、
国
土
地
理
院
並
び
に
国
土
地
理
院
の
各
地
方
測
量

部
及
び
沖
縄
支
所
、
徳
島
県
県
土
整
備
部
用
地
対
策
課
ほ
か
各
都
道
府
県
の
主
務
課
並
び
に
社
団
法

人
日
本
測
量
協
会
及
び
そ
の
支
部
に
お
い
て
交
付
す
る
。

平成１７年１２月１６日 徳 島 県 報 第１７２１号

山

城

町

山
城
二
十
七
地
区
、
山
城
二
十
八
地
区
、
山
城
二
十
九
地

区
及
び
山
城
三
十
地
区

井

川

町

井
川
二
十
一
地
区
、
井
川
二
十
二
地
区
、
井
川
二
十
三
地

区
、
井
川
二
十
四
地
区
、
井
川
二
十
五
地
区
及
び
井
川
二

十
六
地
区

三
加
茂
町

滝
倉
一
地
区
、
滝
倉
二
地
区
、
森
清
地
区
、
国
政
地
区
、

引
地
地
区
、
宗
本
地
区
、
毛
田
三
地
区
、
毛
田
四
地
区
及

び
野
根
上
一
地
区

東
祖
谷
山
村

釣
井
四
地
区
、
釣
井
五
地
区
、
菅
生
六
地
区
、
菅
生
七
地

区
、
樫
尾
三
地
区
及
び
樫
尾
四
地
区

西
祖
谷
山
村

有
瀬
七
地
区

フ
ィ
ン
ガ
ー
プ
リ
ン
ト

F１１
D
２８９４

E２８９
９７２
E
５５７９

A８２２
E９０１

４
C００

A１
B１

７
B６２

ハ
ッ
シ
ュ
関
数

SH
A
－
１

フ
ィ
ン
ガ
ー
プ
リ
ン
ト

２
D
FF
６３３６

E３３
A
４８２９

A
A００

９
F０１

A１８０
１
EE７

EB
A５

８２
B
B

ハ
ッ
シ
ュ
関
数

SH
A
－
１

出
し
た
フ
ィ
ン
ガ
ー
プ
リ
ン
ト
は
、
同
表
右
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
で
あ
る
。

注
フ
ィ
ン
ガ
ー
プ
リ
ン
ト
は
、
４０
桁
の
１６
進
法
で
あ
り
、「
０
」
～
「
９
」
及
び
「
A
」
～
「
F」
の

文
字
の
組
合
せ
で
示
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
フ
ィ
ン
ガ
ー
プ
リ
ン
ト
を
表
示
す
る
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
の
種

類
又
は
バ
ー
ジ
ョ
ン
に
よ
り
、
大
文
字
又
は
小
文
字
の
相
違
、
ス
ペ
ー
ス
の
付
加
等
表
示
方
法
が
異

な
る
こ
と
が
あ
る
。

平
成
１６
年
１
月
２７
日
徳
島
県
報
第
１５２７

号
に
公
告
し
た
公
的
個
人
認
証
サ
ー
ビ
ス
徳
島
県
認
証
局
が

発
行
す
る
自
己
署
名
証
明
書
（
以
下
「
徳
島
県
知
事
の
自
己
署
名
証
明
書
」
と
い
う
。）
及
び
公
的
個

人
認
証
サ
ー
ビ
ス
ブ
リ
ッ
ジ
認
証
局
が
発
行
す
る
自
己
署
名
証
明
書
（
以
下
「
ブ
リ
ッ
ジ
認
証
局
の
自

己
署
名
証
明
書
」
と
い
う
。）
の
フ
ィ
ン
ガ
ー
プ
リ
ン
ト
を
次
の
と
お
り
改
め
る
。

平
成
１７
年
１２
月
１６
日

徳
島
県
知
事

飯
泉

嘉
門

１
徳
島
県
知
事
の
自
己
署
名
証
明
書
の
フ
ィ
ン
ガ
ー
プ
リ
ン
ト

徳
島
県
知
事
の
自
己
署
名
証
明
書
に
関
し
、
次
表
左
欄
に
掲
げ
る
ハ
ッ
シ
ュ
関
数
に
よ
り
算
出
し

た
フ
ィ
ン
ガ
ー
プ
リ
ン
ト
は
、
同
表
右
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
で
あ
る
。

２
ブ
リ
ッ
ジ
認
証
局
の
自
己
署
名
証
明
書
の
フ
ィ
ン
ガ
ー
プ
リ
ン
ト

ブ
リ
ッ
ジ
認
証
局
の
自
己
署
名
証
明
書
に
関
し
、
次
表
左
欄
に
掲
げ
る
ハ
ッ
シ
ュ
関
数
に
よ
り
算

５１



六

そ
の
他

試
験
地
、
受
験
手
続
そ
の
他
詳
細
に
つ
い
て
は
、
受
験
案
内
を
参
照
の
こ
と
。

教教
育育
委委
員員
会会
告告
示示

徳
島
県
教
育
委
員
会
告
示
第
二
十
一
号

徳
島
県
教
育
委
員
会
会
議
規
則
（
昭
和
三
十
一
年
徳
島
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
一
号
）
第
四
条
第

三
項
の
規
定
に
よ
り
定
例
会
を
次
の
と
お
り
招
集
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
十
六
日

徳
島
県
教
育
委
員
会

委
員
長

日
比
野

敏

行

一

日
時

平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
二
日

午
後
二
時

二

場
所

徳
島
市

徳
島
県
教
育
委
員
会

委
員
室

一

徳
島
県
学
校
職
員
給
与
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
教
育
長
の
臨
時
代
理
に
よ
り
決
定
し

た
こ
と
の
報
告
に
つ
い
て

二

徳
島
県
教
育
委
員
会
の
採
用
に
係
る
技
能
労
務
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則
を
教
育
長
の
臨
時
代
理
に
よ
り
決
定
し
た
こ
と
の
報
告
に
つ
い
て

三

平
成
十
七
年
度
徳
島
県
教
育
委
員
会
関
係
職
員
表
彰
の
被
表
彰
者
に
つ
い
て

公公
安安
委委
員員
会会
告告
示示

徳
島
県
公
安
委
員
会
告
示
第
８
号

平成１７年１２月１６日 徳 島 県 報 第１７２１号

開
催
場
所

小
松

島
警

察
署

徳
島

西
警

察
署

小
松

島
警

察
署

徳
島

西
警

察
署

小
松

島
警

察
署

徳
島

西
警

察
署

開
催

日
時

２
月
１
日
午
前
９
時

４
月
５
日
午
前
９
時

６
月
７
日
午
前
９
時

８
月
２
日
午
前
９
時

１０
月
４
日
午
前
９
時

１２
月
６
日
午
前
９
時

開
催
場
所

徳
島

西
警

察
署

小
松

島
警

察
署

池
田

警
察

署

徳
島

西
警

察
署

美
馬

警
察

署

小
松

島
警

察
署

池
田

警
察

署

小
松

島
警

察
署

徳
島

西
警

察
署

小
松

島
警

察
署

開
催

日
時

１
月
１１
日
午
前
９
時
３０
分

１
月
２５
日
午
前
９
時
３０
分

２
月
８
日
午
前
９
時
３０
分

２
月
２２
日
午
前
９
時
３０
分

３
月
８
日
午
前
９
時
３０
分

３
月
２２
日
午
前
９
時
３０
分

４
月
１２
日
午
前
９
時
３０
分

４
月
２６
日
午
前
９
時
３０
分

５
月
１０
日
午
前
９
時
３０
分

５
月
２４
日
午
前
９
時
３０
分

と
い
う
。）
は
，
こ
れ
か
ら
許
可
を
受
け
て
猟
銃
・
空
気
銃
を
所
持
し
よ
う
と
す
る
者
に
対
す
る
初

心
者
講
習
会
と
，
現
に
許
可
を
受
け
て
猟
銃
・
空
気
銃
を
所
持
し
て
い
る
者
に
対
す
る
経
験
者
講
習

会
に
分
け
て
行
い
，
開
催
日
時
及
び
開
催
場
所
は
，
次
の
と
お
り
と
す
る
。

ア
初
心
者
講
習
会

イ
経
験
者
講
習
会

銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
（
昭
和
３３
年
法
律
第
６
号
）
第
５
条
の
３
第
１
項
に
規
定
す
る
猟
銃
及

び
空
気
銃
の
取
扱
い
に
関
す
る
講
習
会
を
次
の
と
お
り
開
催
す
る
の
で
，
銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法

施
行
令
（
昭
和
３３
年
政
令
第
３３
号
）
第
５
条
の
８
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
１７
年
１２
月
１６
日

徳
島
県
公
安
委
員
会
委
員
長

土
居

弘
二

１
開
催
の
日
時
及
び
場
所

平
成
１８
年
に
お
け
る
猟
銃
及
び
空
気
銃
の
取
扱
い
に
関
す
る
講
習
会
（
以
下
「
猟
銃
等
講
習
会
」

５２
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徳
島
県
公
安
委
員
会
告
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第
９
号

平成１７年１２月１６日 徳 島 県 報 第１７２１号

美
馬

警
察

署

徳
島

西
警

察
署

池
田

警
察

署

徳
島

西
警

察
署

美
馬

警
察

署

小
松

島
警

察
署

徳
島

西
警

察
署

小
松

島
警

察
署

池
田

警
察

署

徳
島

西
警

察
署

徳
島

西
警

察
署

小
松

島
警

察
署

美
馬

警
察

署

小
松

島
警

察
署

６
月
１４
日
午
前
９
時
３０
分

６
月
２８
日
午
前
９
時
３０
分

７
月
１２
日
午
前
９
時
３０
分

７
月
２６
日
午
前
９
時
３０
分

８
月
９
日
午
前
９
時
３０
分

８
月
２３
日
午
前
９
時
３０
分

９
月
１３
日
午
前
９
時
３０
分

９
月
２７
日
午
前
９
時
３０
分

１０
月
１１
日
午
前
９
時
３０
分

１０
月
２５
日
午
前
９
時
３０
分

１１
月
８
日
午
前
９
時
３０
分

１１
月
２２
日
午
前
９
時
３０
分

１２
月
１３
日
午
前
９
時
３０
分

１２
月
２０
日
午
前
９
時
３０
分

２
．４
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
大
き
さ
と
し
，
裏
面
に
氏
名
及
び
撮
影
年
月
日
を
記
載
す
る
こ
と
。）
を

各
申
込
書
ご
と
に
は
り
付
け
る
こ
と
。

�
手
数
料

猟
銃
等
講
習
会
の
手
数
料
は
，
初
心
者
講
習
会
受
講
者
が
６
，８００
円
，
経
験
者
講
習
会
受
講
者

が
３
，０００
円
で
あ
る
の
で
，
講
習
の
申
込
み
の
際
に
徳
島
県
収
入
証
紙
で
納
入
す
る
こ
と
。

�
そ
の
他

経
験
者
講
習
会
の
受
講
者
は
，
猟
銃
・
空
気
銃
所
持
許
可
証
を
受
付
の
際
に
提
示
す
る
こ
と
。

３
講
習

�
講
習
時
間

猟
銃
等
講
習
会
の
講
習
時
間
は
，初
心
者
講
習
会
が
午
前
９
時
か
ら
午
後
５
時
ま
で（
た
だ
し
，

正
午
か
ら
午
後
１
時
ま
で
は
休
憩
時
間
と
す
る
。），
経
験
者
講
習
会
が
午
前
９
時
３０
分
か
ら
正
午

ま
で
と
す
る
。

�
講
習
に
持
参
す
る
も
の

ア
H
B
又
は
B
の
鉛
筆
（
シ
ャ
ー
プ
ペ
ン
シ
ル
も
可
）

イ
消
し
ゴ
ム

ウ
印
鑑

�
講
習
修
了
証
明
書

猟
銃
等
講
習
会
の
講
習
を
修
了
し
た
者
に
は
，
講
習
修
了
証
明
書
を
交
付
す
る
。
た
だ
し
，
初

心
者
講
習
会
で
は
１
時
間
程
度
の
試
験
を
行
い
，
合
格
し
た
者
に
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

４
そ
の
他

�
講
習
会
場

講
習
会
場
は
，
開
催
場
所
の
警
察
署
会
議
室
を
使
用
す
る
予
定
で
あ
る
が
，
都
合
に
よ
り
変
更

す
る
場
合
も
あ
る
の
で
，
事
前
に
開
催
場
所
の
警
察
署
生
活
安
全
課
に
確
認
す
る
こ
と
。

�
講
習
に
つ
い
て
の
問
い
合
わ
せ
先

講
習
に
つ
い
て
の
問
い
合
わ
せ
は
，
徳
島
県
警
察
本
部
生
活
安
全
部
生
活
環
境
課
保
安
係
又
は

各
警
察
署
生
活
安
全
課
に
行
う
こ
と
。

２
受
講
手
続

�
講
習
の
申
込
み
の
受
付

講
習
の
申
込
み
の
受
付
は
，
受
講
を
希
望
す
る
猟
銃
等
講
習
会
の
開
催
日
当
日
に
，
開
催
場
所

の
会
場
で
行
う
も
の
と
し
，
初
心
者
講
習
会
は
午
前
８
時
３０
分
か
ら
午
前
９
時
ま
で
，
経
験
者
講

習
会
は
午
前
９
時
か
ら
午
前
９
時
３０
分
ま
で
の
間
に
受
け
付
け
る
。

な
お
，
こ
の
受
付
時
間
以
外
の
受
付
は
行
わ
な
い
の
で
注
意
す
る
こ
と
。

�
提
出
書
類

講
習
の
申
込
み
の
際
は
，
猟
銃
等
講
習
受
講
申
込
書
（
銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
施
行
規
則

（
昭
和
３３
年
総
理
府
令
第
１６
号
）
別
記
様
式
第
７
号
の
３
）
２
通
を
提
出
す
る
こ
と
。

な
お
，
猟
銃
等
講
習
受
講
申
込
書
に
は
必
要
事
項
を
記
入
の
上
，
写
真
（
申
込
前
６
か
月
以
内

に
撮
影
し
た
無
帽
，
正
面
及
び
上
三
分
身
で
無
背
景
の
も
の
で
，
縦
３
．６
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
，
横

警
備
業
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
１６
年
法
律
第
５０
号
）
附
則
第
５
条
の
規
定
に
よ
る
審
査

（
以
下
「
検
定
合
格
者
審
査
」
と
い
う
。）
の
う
ち
，
警
備
員
等
の
検
定
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
１７

５３
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年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
２０
号
。
以
下
「
検
定
規
則
」
と
い
う
。）
附
則
第
７
条
第
２
項
の
規
定
に

よ
り
学
科
試
験
及
び
実
技
試
験
の
全
部
を
免
除
さ
れ
る
者
（
以
下
「
免
除
者
」
と
い
う
。）
を
対
象
と

す
る
検
定
合
格
者
審
査
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
の
で
，
検
定
規
則
附
則
第
９
条
の
規
定
に
よ
り
告
示

す
る
。平
成
１７
年
１２
月
１６
日

徳
島
県
公
安
委
員
会
委
員
長

土
居

弘
二

１
免
除
者
と
し
て
検
定
合
格
者
審
査
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
者
は
，
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

者
と
す
る
。

ア
検
定
規
則
附
則
第
３
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
警
備
員
等
の
検
定
に
関
す
る
規
則
（
昭
和

６１
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
５
号
。
以
下
「
旧
検
定
規
則
」
と
い
う
。）
に
基
づ
く
検
定
（
以

下
「
旧
検
定
」
と
い
う
。）
に
合
格
し
た
警
備
員
で
あ
っ
て
，
検
定
規
則
の
施
行
の
際
現
に
当

該
旧
検
定
に
係
る
警
備
業
務
に
従
事
し
て
お
り
，
か
つ
，
当
該
警
備
業
務
に
従
事
し
た
期
間
が

継
続
し
て
１
年
以
上
で
あ
る
も
の

イ
旧
検
定
に
合
格
し
た
者
で
あ
っ
て
，
検
定
規
則
の
施
行
の
際
現
に
当
該
旧
検
定
に
係
る
警
備

業
務
に
係
る
指
定
講
習
（
旧
検
定
規
則
第
１２
条
第
１
項
に
規
定
す
る
指
定
講
習
を
い
う
。）
の

講
師
と
し
て
従
事
し
て
お
り
，
か
つ
，
当
該
講
師
と
し
て
従
事
し
て
い
る
期
間
が
継
続
し
て
１

年
以
上
で
あ
る
も
の
（
前
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。）

２
申
請

�
検
定
合
格
者
審
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
（
以
下
「
審
査
申
請
者
」
と
い
う
。）
は
，
検
定
規

則
第
１０
条
に
規
定
す
る
審
査
申
請
書
１
通
を
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

�
申
請
は
，
審
査
申
請
者
本
人
が
直
接
行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
，
当
該
審
査
申
請
者
が
属
す

る
警
備
業
者
の
従
業
員
を
代
理
人
と
し
て
申
請
す
る
場
合
は
，
委
任
状
に
よ
る
代
理
申
請
を
認
め

る
も
の
と
す
る
。

な
お
，
い
ず
れ
の
場
合
で
あ
っ
て
も
，
郵
送
に
よ
る
申
請
は
認
め
な
い
も
の
と
す
る
。

３
審
査
申
請
書
の
提
出
先

�
徳
島
県
内
に
住
所
地
を
有
す
る
審
査
申
請
者
に
あ
っ
て
は
，
当
該
住
所
地
を
管
轄
す
る
警
察
署

の
生
活
安
全
課
（
現
に
警
備
員
で
あ
る
場
合
は
，
そ
の
属
す
る
営
業
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
警

察
署
を
含
む
。）
と
す
る
。

�
徳
島
県
公
安
委
員
会
か
ら
交
付
さ
れ
た
旧
検
定
に
基
づ
く
検
定
合
格
証
（
以
下
「
旧
検
定
合
格

証
」
と
い
う
。）
を
保
有
す
る
者
で
，
徳
島
県
内
に
住
所
地
及
び
そ
の
属
す
る
営
業
所
の
い
ず
れ
も

有
し
な
い
者
に
あ
っ
て
は
，
旧
検
定
合
格
証
の
交
付
を
受
け
た
警
察
署
の
生
活
安
全
課
と
す
る
。

４
審
査
申
請
書
に
は
，
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
す
る
も
の
と
す
る
。

ア
徳
島
県
公
安
委
員
会
以
外
の
公
安
委
員
会
が
交
付
し
た
旧
検
定
合
格
証
を
保
有
す
る
者
で
，

徳
島
県
内
に
住
所
地
又
は
そ
の
属
す
る
営
業
所
を
有
す
る
者
に
あ
っ
て
は
，
当
該
住
所
地
を
疎

明
す
る
書
面
又
は
当
該
営
業
所
に
属
す
る
こ
と
を
疎
明
す
る
書
面

１
通

イ
写
真（
申
請
前
６
月
以
内
に
撮
影
し
た
無
帽
，
正
面
，
上
三
分
身
，
無
背
景
の
縦
の
長
さ
３
．０

セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
，
横
の
長
さ
２
．４
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
も
の
）

１
葉

ウ
旧
検
定
合
格
証
の
写
し

１
通

エ
１
の
ア
又
は
イ
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
あ
る
こ
と
を
疎
明
す
る
書
面

１
通

５
受
理
開
始
日

平
成
１８
年
１
月
１６
日
（
月
）
か
ら
受
付
（
午
前
８
時
３０
分
か
ら
午
後
５
時
ま
で
）
を
行
う
。
た
だ

し
，
日
曜
日
，
土
曜
日
及
び
休
日
（
国
民
の
祝
日
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
２３
年
法
律
第
１７８
号
）
に

規
定
す
る
休
日
を
い
う
。）
並
び
に
１２
月
２９
日
か
ら
翌
年
の
１
月
３
日
ま
で
の
日
を
除
く
。

６
申
請
手
数
料

申
請
手
数
料
は
不
要
と
す
る
。

７
検
定
合
格
者
審
査
に
関
す
る
問
い
合
わ
せ
先

徳
島
県
警
察
本
部
生
活
安
全
部
生
活
安
全
企
画
課
又
は
各
警
察
署
生
活
安
全
課

購
読
料

一
箇
月
（
送
料
共
）

千
七
百
円

発

行

徳

島

県

印

刷

徳
島
県
教
育
印
刷
株
式
会
社

５４


